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病 院 局 公 告 

 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）総合施設管理等業務受託事業者の選定に係るプロ

ポーザルの実施 

 兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）における総合施設管理等業務受託事業者をプロポーザル方式

により募集する。 

  令和３年８月18日 

兵庫県病院事業 契約担当者             

県立姫路循環器病センター院長 木 下 芳 一  

１ 公募内容 

(1) 件名 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）総合施設管理等業務受託事業者の選定 

(2) 概要 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）における総合施設管理等業務受託事業者をプロポーザル

方式により選定する。 

(3) 事業期間 

事業期間は当センターが建設JVより施設の引き渡しを受けた日（令和３年11月下旬を想定）から令和６

年３月31日までを基本とする。 

(4) 事業予定地 

兵庫県姫路市神屋町 

 

２ 応募資格 

次の要件をすべて満たす事業者に限り、応募することができる。 

(1) 事業実績のある者 

① 直近５年以内に、一般病床300床以上の病院において、同一施設内で「施設設備運転保守管理業務」、

「警備業務」及び「清掃業務」のうち２業務以上を受託した履行実績を３件以上有する者。また、共同

事業体で応募する場合は、代表事業者が同様の履行実績を有すること。 

② 新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関の管理実績を有する者。共同事業体で応募する場合は、

事業体内の全ての企業が、新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関の管理実績を有すること。 

(2) 資格 

① 設備、警備、清掃管理業務を含む範囲においてISO9001認証、ISO14001認証及びISO50001認証を取得し

ている者 

② 個人情報保護の観点からプライバシーマークを取得している者 

③ 一般財団法人医療関連サービス振興会の「院内清掃」「医療用ガス供給設備の保守点検業務」の認定を

受けている者。 

④ 受注者は確実且つ適切な業務の遂行にあたり、一級建築士事務所及び建築業許可を有している者 

⑤ 兵庫県内に本社・支店・営業所を有している者。共同事業体で応募する場合は、代表企業が兵庫県内

に本社・支店・営業所を有していること。 

⑥ 兵庫県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている事業者であること。 
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(3) 欠格要件のない者 

次の①から⑨までのいずれにも該当しない者であること。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当する者 

② 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく更生又

は再生手続きの申立てがなされている者 

③ 法人税、消費税、地方消費税、法人事業税及びこれらに付随する延滞金等について滞納している者 

④ 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止措置を、本プロポーザル募集公告の日から企画提案書等提出

書類の受付期間の末日までの間において受けている者 

⑤ 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１項第１号に規定する暴力団又は同項第３号

に規定する暴力団員に該当する者並びに暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２

号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当する者 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条第１項に規定す

る観察処分を受けた団体に該当する者 

⑦ 労働基準法（昭和22年法律第49号）をはじめとする労働関係法令を遵守していない者又は遵守できな 

い者 

⑧ 本公告日から本公告に係る業務の受託事業者の選定の日までの間、法令等に基づく営業停止等の措置

を受けている者 

⑨ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいること。 

   ア 成年被後見人又は被保佐人 

   イ 破産者で復権を得ない者 

   ウ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 

   エ 暴力団の構成員等 

３ 参加手続 

 (1) 事務局 

〒670-0981 姫路市西庄甲520番地 

   兵庫県立姫路循環器病センター総務部総務課 

   電話（079）293－3131（代表） 

FAX （079）293－8199 

E-mail: Himejijyunkanki@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 公募要項の配布 

  ア 配布 

(ｱ) 配布期間 

    令和３年８月18日（水）から同月27日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(ｲ) 配布場所 

 上記(1)に同じ。 

  イ インターネットからのダウンロード 

    令和３年８月18日（水）から同月27日（金）まで 

URL：http://www.hbhc.jp/news/other/2126/ 

(3) 参加申込書 

  ア 提出方法 

    所定の参加申込書様式により行うこととし、持参又は郵送とする。 

  イ 受付期間 

   令和３年８月18日（水）から同年９月10日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。最終日は午後３時まで） 

郵送の場合は、書留又は信書便とし、提出期限内に必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ。 

 (4) 質問及び回答 
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  ア 質問方法 

    所定の質問書様式により行うこととし、事務局への電子メールにより提出とする。 

  イ 受付期間 

    令和３年８月18日（水）から同月27日（金）まで 

  ウ 回答方法 

    令和３年９月６日（月）に、仕様書を配布したすべての者に対して、電子メールで送付する。 

  エ 質問様式提出場所 

    上記(1)に同じ。 

 (5) 資格審査確認通知 

ア 通知日 

令和３年９月17日（金） 

  イ 通知方法 

    参加申込者に電子メールで通知する。 

(6) 企画提案書 

  ア 提出方法 

    持参又は郵送とする。 

  イ 受付期間 

    令和３年９月17日（金）から同年10月13日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送の場合は、令和３年10月12日（火）必着とする。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ。 

  エ 提出書類 

(ｱ) 企画提案書 16部 

(ｲ) その他、募集要領に定めるもの 

４ 当選者の選定、決定及び通知の方法 

 (1) 選定方法 

   選定は、「兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）総合施設管理等業務受託事業者選定委員会」（以

下「委員会」という。）において行う。 

 (2) 決定方法 

   委員会の選定結果に基づき、優先交渉権者及び次点者を決定する。 

 (3) 優先交渉権者等の通知 

   優先交渉権者等の名称は、参加者全員に対して電子メールで通知する。 

５ その他 

 (1) 留意事項 

  ア 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

  イ 提出書類は、非公開とする。 

  ウ 提出書類は、返却しない。 

  エ 提出書類について、この書面及び募集要領に定める様式に適合しない場合は、無効とすることがある。 

  オ 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とする。 

  カ 原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めない。 

(2) 参加に要する費用 

   本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

 (3) その他 

     詳細は、公募要項による。 

 


